
差別解消三法

①障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）

②本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

（ヘイトスピーチ解消法）

③部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）
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差別解消三法と県の人権に関する取組

三重県医療保健部 人権・危機管理監 田中直子



•自由である権利

•平等である権利（差別されない）

•人間らしい生活が保障される権利

•政治に参加する権利 など

人権って…
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①障害者差別解消法
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
（平成２８年４月１日施行)

障がいがあることを理由とする「不当
な差別的取扱い」は禁止されています。

障がいのある人から、「こんな配慮をし
てほしい」などと求められたときには状
況に応じて配慮の提供が必要です。
（合理的配慮の提供）

障がいのある人もない人も、一緒に
安心して暮らせる社会をつくりましょう。
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障がいの有無にかかわらず誰もが

共に暮らしやすい三重県づくり条例
（平成３０年１０月１日（一部平成３１年４月１日)施行）

●不当な差別的取扱い

●合理的配慮の提供



②ヘイトスピーチ解消法
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律」（平成２８年６月３日施行）

特定の国の出身者等であることのみを
理由に、社会から排除しようとしたり、危
害を加えようとしたりする言葉や行動を
「ヘイトスピーチ」といい、人を大きく傷つ
けるもので、決して許されません。

ヘイトスピーチをなくす必要性を一人ひ
とりが理解し、ヘイトスピーチのない社会
をつくりましょう。
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③部落差別解消推進法
「部落差別の解消の推進に関する法律」

（平成２８年１２月１６日施行）

いまもなお、部落差別が残っており、イ
ンターネットなどが便利になっている中
で、部落差別に関する状況の変化が起
こっていることをふまえ、この法律が制定
されました。

私たち一人ひとりが「部落差別は
許されない」ことを理解し、部落差別の
ない社会をつくりましょう。
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差別を解消し、人権が尊重
される三重をつくる条例
（令和４年５月１９日（一部令和５年４月１日）施行)

何人も、不当な差別をはじめとす
る人権侵害行為をしてはなりません。

不当な差別その他の人権問題の
解消を推進し、人権問題のない、人
権が尊重される社会をつくりましょ
う。
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①用語の定義を明記
不当な差別：人種等の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、

あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使する
ことを妨げ、又は害する目的又は効果を有するもの

人権侵害行為：不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷
 その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを
通じて行われるものを含む)

人権問題：人権侵害行為その他の人権に関する問題

②人権侵害行為の禁止を明記
何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。

③相談や紛争解決の体制を規定

相談体制 不当な差別に係る紛争の解決を図るための体制

・県は、人権問題に関
 する相談に応じなけれ
ばならない
・県は、相談があったと
きは、助言、調査、
関係者間の調整そ
の他の必要な対応
等を行う

・相談対応での解決が困難な不当な差別に係る紛争につ
いて、知事による助言・説示・あっせんの手続を整備
・知事は、必要に応じて、第三者機関(三重県差別解消
調整委員会)に諮問
・不当な差別を行ったと認められる者が、正当な理由なく助
言・説示・あっせんに従わないときは、知事が勧告を行う
・関係者の秘密を除いて助言・説示・あっせん・勧告の状況
を公表

条例のポイント



三重県感染症対策条例
（令和２年１２月２４日施行)

新型コロナウイルス感染症への対応を教訓とし、感染症の発生の
予防とまん延防止を図り、県民が安心して暮らせる社会の実現を
図ることをめざしています。

〈差別その他の権利利益を侵害する行為の禁止〉

・患者やその家族に対するもの
・医療従事者、県民の生活や経済の安定に寄与
する業務の従事者に対するもの
・感染症の発生・まん延に起因して生じる国籍・
性別・職業・居住地等のいわれのない理由に
よるもの
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知らず知らずのうちに、
他人の人権を侵害してしまう
（他人を傷付けてしまう）
ことにならないように・・・

「人権感覚」を！
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